
１．基本料金（利用時間6時間以上7時間未満⇨通常午前9時30分～午後3時45分）

（1）介護予防リハビリテーション費/月

1割 2割 3割
要支援1 2,268 4,536 6,804
要支援2 4,228 8,456 12,684

(2)加算

1割 2割 3割
40 80 120
88 176 264

176 352 528
72 144 216

144 288 432
退院時共同指導加算/回（退院につき1回まで） 600 1,200 1,800
一体的サービス提供加算(/月） 480 960 1,440

-120 -240 -360
-240 -480 -720

2．実費負担利用料（保険外）                                                 令和6年4月1日改定

費用
175円
187円

実費

730円
43円

リハビリパンツ 194円
162円

サービス提供体制強化加算(Ⅱ2)/月　（要支援2の場合）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 介護報酬総額の8.6%を算定

項目
単位

科学的介護推進体制加算/月
サービス提供体制強化加算(Ⅰ1)/月　（要支援1の場合）

サービス提供体制強化加算(Ⅱ1)/月　（要支援1の場合）
サービス提供体制強化加算(Ⅰ2)/月　（要支援2の場合）

介護予防　通所リハビリテーション料金表

栗橋ナーシングホーム翔裕園

要介護度区分
単位/1日

令和6年6月1日改定

パット

長期利用減算（要支援1）
長期利用減算（要支援2）

行事参加費/回
特別なイベントに参加する場合（外出・外食行事等）
特別なクラブ活動等の材料費等

おむつ代/枚

令和6年4月1日改定

紙おむつ

地域区分
上記の加算（所定単位数）に対し、当施設の所在地（久喜市）が該当する6級地単価
（10.33）を掛けた総額の1割が利用者負担になります。

日用品/日 石鹸、洗剤、シャンプー、トイレットペーパー等
教養娯楽費/日 レクリエーション用娯楽材料費等

食材費/日 昼食代（おやつ代含む）食材料費に調理費相当分が含まれます。

項目 備考



サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　 介護福祉士が50％以上いること

科学的介護推進体制加算/月
介護サービスの質の評価を科学的介護の側面よりアプローチ
し、厚生労働省のデータベースに様々なデータを集約させ
フィードバックを受けケアの質の向上をはかる

介護職員等処遇改善加算Ⅰ
介護職員の処遇改善を促進するための制度で、キャリア
パス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件に基づい
て算定されます。

長期利用減算

要支援者で利用開始日より12ヵ月以上継続してデイケアを利用
している場合減算の対象となるが、定期的なリハビリテーショ
ン会議によるリハビリテーション計画の見直しを行いLIFEを活
用した場合は減算を行わない

栄養改善および口腔機能向上ｻｰﾋﾞｽのいずれかを1月に2回以上
行った場合。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　 勤続10年以上の介護福祉士が25％以上いること

退院時共同指導加算
退院時の退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにﾘﾊﾋﾞﾘ事業所の医師または理学療法
士、作業療法士もしくは言語聴覚士が参加し退院時共同指導を
行った後に初回の通所ﾘﾊﾋﾞﾘを行った場合

一体的サービス提供加算

地域区分
上記の加算（所定単位数）に対し、当施設の所在地（久
喜市）が該当する6級地単価（10.33)を掛けた総額の1割
が利用者負担となります。

加算項目についての説明　　介護予防通所リハビリテーション（支援1～支援2）

項　　目 内　　容


